
知立市定員適正化計画 

 

計画期間  令和３年度～令和７年度 

 

１ これまでの定員管理状況 

 職員の定数管理については、平成２７年度策定の定員適正化計画のみならず、平成

１５年４月に消防業務広域化、行政経営改革プラン等により、事務事業の見直し、機

構改革、非常勤職員で担える業務は非常勤職員の任用、施設の廃止等を行うことによ

り、退職者の補充を極力最小限にとどめ職員数の抑制に努めてきた。 

（各年４月１日現在） 

部 門 区 分 H28 H29 H30 H31 R2 

一般行政 

職員数 Ａ 384 395 400 406 411 

対前年増減数 2 11 5 6 5 

類似団体修正値 381 395 403 412 － 

類似団体修正値超過数 3 0 △ 3 △ 6 － 

特別行政 
職員数 Ｄ 40 40 41 41 42 

対前年増減数 3 0 1 0 1 

公営企業等 
職員数 Ｅ  33 33 32 32 34 

対前年増減数 △ 2 0 △ 1 0 2 

合 計 
職員数 Ａ＋Ｄ＋Ｅ 457 468 473 479 487 

対前年増減数 3 11 5 6 8 

注１ 「類似団体修正値」は、「類似団体別職員数の状況」による。 

 ○ 過去の定員適正化計画の具体的内容及び達成状況 

平成２７年度に策定した定員適正化計画においては、令和２年度当初の一般行

政部門職員数を４１４名、職員総数を４８６名として計画を策定した。 

結果として、令和２年度当初一般行政職員は４１１名となり、目標数値を下回

ったものの、令和２年度当初職員総数は４８７名となり、１名増となったものの、

ほぼ目標を達成することができたといえる。 

なお、類似団体修正値超過数はマイナスの数値となっており、類似団体に比し

て考えると、当市の職員数が決して過大な数値ではないと言える。 

２ 定員管理の現状分析及び課題 

部 門 超 過 理 由 今後の適正化計画における課題 

民 生 ◎子ども・子育て支援新

制度に伴う入所者の増 

 

・園児の動向及び保護者・市民の要望の

適正な把握による保育体制の確立 

・保育士業務の整理・見直しによる効率

的な保育行政運営の確立 

◎任期付職員の任用と新

規採用職員の前倒し採油 

特定事業主行動計画で掲げる「育児しや

すい環境づくり」を進めるうえで、今後

も引続き任用する。 



土 木 ◎知立駅周辺土地区画整

理事業等の大型事業へ

の対応 

当市にとって１００年に一度と言われる

事業であり、早期完了を目標とした職員

配置を行う。 

 

３ 定員適正化計画の基本的考え方 

当市における行政需要は、人口の増加や高齢化の進展、これらに関連した住民ニー

ズの多様化や高度化、そして、地方分権による新規事務事業等により増加する傾向に

ある。また、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設等の計画的な修繕、更新など

に対して限られた財源を有効に活用する中、職員数を安易に増やすことは、将来にお

いて大きく財政を圧迫することにつながることが予測される。 

そこで、引続き職員の流動的配置などの少数精鋭主義配置の継続、行政を活発化さ

せるために民間活力の導入や定員増を回避するための、再任用職員及び会計年度任用

職員の任用を積極的に取り入れていくとともに、定期的に国から発表される定員モデ

ルや類似団体職員数との比較分析結果を参考にしながら一層の定員管理の適正化を

図るものとし、平成２９年３月議会にて、職員総数５１２名とし、知立市職員定数条

例を改正した。 

 

 

①定員適正化目標（数、率） 

現在の職員数を部門別に類似団体のそれと比較した場合、特に民生部門で職員

数の多さが目に付く。これは保育士数がかなり類似団体と比べて多いことによる

ものである。従って今後は、公立保育園のあり方、保育士業務の整理・見直しを

行い、適正な保育士数の維持に引続き努めるものとする。 

また、民生部門に限らず他部門においても業務の効率化を行うことで必要人員

を減らし、余剰人員分を効率的に配置することで、増加する事務事業等に対して

現員の枠内で吸収することとする。 

以上のほかにも、事務事業の見直しや民間委託の推進、施設管理の一元化、管

理職の組織管理能力等を高めること等を通じて、当市の規模に応じた適正な職員

数を維持するものとする。 

令和７年度までの５年間における定員管理の目標は次のように設定する。 

令和７年度当初の職員総数について、５１２名を上限とし、適正に管理する。 

なお、検討されている国家公務員の定年延長が実施された場合は、この職員数

影響の有無を検証する。 

②主な定員適正化手法の概要 

組織・機構の一層の簡素・合理化を進めるとともに、プロジェクト体制、期限

の定まった事業に対するサンセット方式による事業終了時の定員削減等によって

鋭意適正化を進める。また、類似団体比較等を通じて職員の適正配置を図ると同

時に、人事評価制度を通して職員個々の能力開発を行う。 

技能労務職については、退職に伴う欠員補充は行わず、民間委託化などの手法を

検討する。 


